
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

明けましておめでとうございます。旧年中はひとかたならぬご厚情を賜り、誠にありがとうございました。皆

様のご健康とご繁栄を心からお祈り申し上げます。何卒本年もよろしくご指導とご鞭撻のほどお願い申し上

げます。 

 さて、１７年１月に顧客の皆様への情報発信の手段として発刊したさくら通信は本号で４９号となりました。

内容の未熟さにも係わらず多くの皆様に多大なご支持を得ておりますことを心より感謝しております。本年も

皆様にお知らせしたい最新の情報を、タイムリーかつわかりやすく発信させていただく所存ですので、ご支

援のほどよろしくお願い申し上げます。                                     （竹内） 

                   

 
                 
 本制度は、原材料や仕入価格の高騰の影響により、売上減少や価格転嫁が困難となっている中小企業者

が、民間金融機関から融資を受ける際に信用保証協会が保証する制度です。 
 平成２０年１０月３１日よりスタートした本制度、すでにご存じの方も多いかと思いますが、先の見えない不

況の中、まだまだ利用申し込みが多いようですので、あらためて概要をご紹介いたします。 

 

＜概要＞ 

①保証の対象：特定中小企業者 

②対象業種：６９８業種（保証制度の拡充を求める中小企業者のほぼすべてをカバー） 

③保証限度額：２億８千万円 

④保証割合：１００％（全部保証） 

⑤保証料率：０．８０％ 

⑥必要書類：市町村長の認定書ほか 

⑦認定基準： 

ア．最近３か月間の平均売上高等が前年同期比でマイナス３％以上 

イ．製品等原価のうち２０％以上を占める原油等の仕入価格が２０％以上上昇しているにもかかわらず、

製品等価格に転嫁できていない 

ウ．最近３か月間の平均売上総利益率又は営業利益が前年同期比でマイナス３％以上 

  

詳細は、県信用保証協会特別相談窓口等にてご確認ください。                     （大寺） 

 

 
     
    
    
         
    
      
    
       
    

２００９年 １月 Ｎｏ．４９ 
 

裏面も御覧下さい 
 

税税制制改改正正・・社社会会保保険険労労働働保保険険改改正正  ににつついいててのの研研修修会会をを開開催催致致ししまますす。。  
日日    時時      平平成成２２１１年年３３月月２２日日（（月月））    
時時    間間      １１４４時時００００分分～～１１６６時時４４００分分  
場場    所所      徳徳島島県県立立障障害害者者交交流流ププララザザ３３ＦＦ  研研修修室室１１  
研研修修内内容容      ①①「「社社会会保保険険・・労労働働保保険険  改改正正ののポポイインントト」」ににつついいてて  
              ②②「「平平成成２２１１年年度度税税制制改改正正」」ににつついいてて  
申申込込詳詳細細等等はは、、来来月月ごご案案内内ささせせてて頂頂ききまますす。。皆皆様様ののごご参参加加ををおお待待ちち致致ししてておおりりまますす。。



 
 
 
 
 
 
 
 

当文書に掲載された記事の無断での使用・転載・引用などは一切禁止しております。内容には万全を期していますがその内容を保証す

るものではありません。万一、当文書の情報に基づいて損害を被った場合についても、一切責任を負いかねます。また特定の商品を奨

励または中傷するものではありません。 

 
                                        

       

 職場のトラブルを防ぐには、まず就業規則が大切です 
 

昨今、いろいろな情報が飛び交い、何かとトラブルが発生しております。職場でのトラブルを 

未然に防ぐ望ましい就業規則の作成が大切となります。 

 

 

 

 

① 労働者を雇用したら、書面で労働条件を明示しましょう 
労働契約の期間 労働時間 休日・休憩 給料 退職に関する事項 

 

② 労働時間は、１日８時間、１週間４０時間です。 

※ １０人未満で、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客業は特例により、１週間の労働時間は４４時間まで

となっています。 

 

③ 休憩時間 

労働時間が８時間を超えると、６０分以上   ６時間を超えると、４５分以上 

 

④ 時間外・休日労働の割増賃金率 

１日８時間、１週間４０時間（一部は４４時間）を超えて労働させた時、その時間は時間外労働となり、割増

賃金が発生します。 

割増率：時間外労働２５％以上・休日労働３５％以上・深夜労働２５％以上 

 

② 雇い入れ後６カ月で有給休暇が発生します。（勤務実績が所定労働日の８割以上出勤の者） 
勤務日数が週５日以上の者 

勤続年数 ０．５ １．５ ２．５ ３．５ ４．５ ５．５ ６．５以上

付与日数 １０ １１ １２ １４ １６ １８ ２０ 

 

以上のような内容を就業規則に明示しなければなりません。 

貴社の内容に合った内容（賃金規程、服務規律、慶弔休暇、休業期間等々）をお考え頂いた就業規則が必要にな

ります。是非お手持ちの就業規則を今一度見直して頂きたいと思います。 

（宮本） 

                 
                    

                                           
 
 
 
 
 

 

さくら税理士法人 
さくら社会保険労務士法人 
労働保険事務組合 徳島県労務能率協会 
                       
〒770-0025 徳島市佐古五番町２番５号 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ ：http://www.skr39.co.jp/ 
Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   ：kimutake@js4.so-net.ne.jp    

TEL：０８８－６２５－２５５６ 
FAX：０８８－６５４－１１８１ 

裏面も御覧下さい 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

労働条件のポイント 

弊社では年末年始休暇を１２月２７日（土）

から１月４日（日）とさせて頂きます。 
年末年始休暇中は、何かとご不便をおかけ 
するかと存じますが、ご容赦の程よろしく 
お願い致します。 


